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（別紙様式４－２）                                               （特別支援学校用） 
 

（熊本県立ひのくに高等支援）学校 令和６年度（２０２４年度）学校評価計画表 
 

１ 学校教育目標 
生徒一人一人の能力・特性に応じたきめ細かな指導に配慮しながら、生徒の自律的、主体的な態度

を尊重し、社会自立・職業自立のための教育を行う。 

 
 

２ 本年度の重点目標 

（１）心身ともに逞しく豊かな人間性と生きる力を備えた生徒の育成 

（２）他者への思いやりを大切にし社会に貢献する生徒の育成 

①キャリアを繋ぐ教育実践 

実用的な知識・技能・態度・表現力の育成 

②関係者全員の共通理解による教育活動の充実 

家庭・関係機関・医療・療育との連携強化 

 ③人と繋がる社会生活力の育成 

  自他共に認め合える生徒間の人間関係の構築 

 ④社会と繋げる進路指導 

  社会のルールやマナーの理解促進と社会人として素地の育成 

 
 

３ 自己評価総括表 
評 価 項 目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 
評
価 成果と課題 

大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 

業務改
善 
 
 

○会議のス
リム化及
び効率化 

○業務や分掌
部等の組織
の見直しや
会議・文書等
の精選を行
う。 

○ICT を活用し、情報共

有や会議を効率的に行

う。 
○担当者による会議を授
業時間内に実施できる
よう、職員の担当授業
時間を調整する。 

Ｂ 〇職員朝会や運営委
員会などの資料は
クラウドを活用
し、タブレット PC
で閲覧できるよう
整えた。 

〇午後 4 時以降に一
部会議を実施した
こともあったが、
概ね授業時間や午
後 4 時までに会議
を実施できた。 

共 通 理

解 を も

と に し

た 教 育

活 動 の

展開 

○関係機関
との連携
の在り方
の構築 

○１年次にお
いて、既往の
関係機関と
の情報共有
を図る。 

○保護者の了承のもと、
計画的に関係機関に訪
問する。 

○各種行事において、本
校の教育理念について
説明を行い、理解・了承
を求める。 

Ｂ 〇計画的に関係機関
への訪問はできな
かったが、１年生
において生活面に
課題のある生徒複
数において、関係
機関と情報を共有
し、関係機関、保護
者も交え、必要に
応じて支援会議を
行い、生徒の将来
を踏まえた支援に
つなげることがで
きた。 

〇保護者に対して、
学校行事や授業
参観などで定期
的に理解を得る
場を設けること
ができた。 



2 

 

働き方
改革 

○時間外勤
務の縮減 

 

○学校全体と
して、時間外
勤務の時間
が前年度比
で５％減を
達成させる。 

○衛生委員会により、勤
務状況の把握及び改善
案の検討やアフター５
デイによる定時退勤の
徹底を行うなど改善策
を実行する。 

Ａ 〇会議を午後4時以降
実施しないように
したことや金曜日
にアフター５デイ
を設定し、職員朝会
で徹底して伝えた
ことで、時間外勤務
時間が昨年度平均
約21時間を今年度
平均約19時間、約８
％減少した。 

 
授業の 
充実 
 

教育課
程の改
善 

○カリキュ
ラム・マ
ネジメン
トの実施 

○段階的・組織
的な教育課
程検討を行
う。 

○学期末等に適宜職員に
アンケートをとり、全職
員の意見を集約する。 

○教育課程検討のスケジ
ュールを示すとともに
、教科会、各教科等の主
査間での検討、教育課
程検討委員会等の会議
を設定する。 

○カリキュラム評価と学
習評価の充実のために
校務支援システムを活
用する。 

Ｂ ○学期末等のそれぞ
れの時期に応じて
段階的・組織的に
アンケートや会議
を実施した。この
ことにより多くの
職員の意見を踏ま
えた教育課程の検
討ができた。 

○昨年度から導入さ
れている校務支援
システムを活用し
て学習評価を共有
することができた。
今後は、授業時数の
カウントや出席簿
としての機能を活
用できないか検討
を行いたい。 

ICT 機
器を活
用した
授業の
充実 

○ ICT 機 器
を活用し
た分かる
授業づく
り 

 

○各授業にお
いてタブレ
ット、電子黒
板等を効果
的に活用す
る。 

○ICT支援員を計画的か
つ積極的に活用する。 

○様々なアプリケーショ
ン、アニメーションの
使用、ノートの拡大提
示等、ICTの効果的な活
用方法について検討す
る。 

Ｂ ○ICT支援員の日常
的な活用に加え、
特に研究発表会で
はオンライン業務
において活用する
ことができた。今
後は、一人一台端
末活用推進のた
め、校内研修等に
も活用したい。 

○研究授業や教科会、
校内研修等でICT機
器を活用した教材
の紹介を行うこと
で活用方法を共有
するとともに、授業
研究会を通して効
果的な活用につい
て考えることがで
きた。一人一台端末
の活用のための職
員研修が少なかっ
たため次年度は２
ヶ月に１回程度行
いたい。 

自立活
動の充
実 

○ OJT や 講
師招聘研
修等によ
る専門性
の向上 

○OJTや講師招
聘による研修
を実施し、職
員の指導力や
専門性の向上
を図る。 

○年間をとおして研修を
計画的に実施する。講
師招聘による講義や演
習、オンデマンドによ
る研修等、実施方法の
検討を行い、内容の充
実を図る。 

Ｂ ○講師を招聘した研
修では、実際の個
別の指導計画等を
用いて課題関連図
の作成を行うこと
で、職員の専門的
スキルを高めるこ
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とができた。今後
は、学校全体で授
業研究に取り組む
とともに、スキル
アップ研修におけ
る各校の研究授業
の周知を、本校職
員に計画的に行い
たい。 

文 部 科
学 省 指
定「研究
開 発 学
校」の組
織 的 な
取 組 を
推 進 す
る。 

〇実践研究
における
研究成果
を総括・
発信 

〇研究開発に
かかる各種
委員会で研
究成果の共
有を図る。 

〇研究成果を
広く発信す
ることで客
観的な外部
評価を得る。 

〇研究プロジェクト委員
会（月１回）、小委員会
（月１回）、教科会（隔
週）を定例開催し、結果
に基づく考察を組織的
に行う。 

〇保護者向けの授業公開
（年３回）、公開研究発
表会（１２月）を開催す
る。 

〇研究実施報告書及び研
究紀要を作成し、学内
外に配付する。 

Ａ ○各種委員会では、
研究開発課題に対
する考察を組織的
に行い、議事録で
重要事項を共有し
た。 

〇授業公開の期間に
のべ４２人の保護
者の参観があり、
授業評価をもとに
改善を図った。公
開研究発表会には
外部から１４０人
が参加し、研究成
果を発信した。 

〇年度末には研究実
施報告書等を県内
外の学校や関係機
関に配付する。 

「研究
開発学
校」指
定期間
終了後
の校内
研究の
位置づ
けを行
う。 

〇教育実践
上の研究
主題を設
定し、効率
的な研究
体制の構
築 

〇日々の教育
活動におけ
る課題を整
理し、次年度
の研究構想
を立てる。 

〇研究主題に
効率的に迫
るための研
究体制を検
討する。 

〇教育課程や授業実践に
関する本校の現状と課
題について全職員で討
議する。 

〇研究構想シートを作成
し、研究内容や方法を
次年度に引き継ぐ。 

〇校内研究推進にかかる
校務分掌を見直す。 

Ｂ 〇教育実践の現状と
課題について研究
部で検討し、校内
研究会の際に次年
度の研究構想とと
もに討議した。 

〇校内研究と教育課
程の有機的な連携
を目指し、校務分
掌の位置づけを見
直した。 

 
キャリ 
ア教育 
(進路 
指導) 

社会自
立 ･ 職
業自立
に向け
た基盤
づくり
と、働
くこと
の意味
を知り
社会人
に必要
な能力
の伸長 

◯仕事の適
性の理解
と職業選
択の視野
を広げる
取組 

◯生徒の職業
に対する視
野を広げ、キ
ャリア発達
を促す進路
学習を３年
間で系統的
に行う。 

 
 
 
◯進路指導に
関する職員
全体の専門
性向上を図
る。 

◯様々な業種の理解と進
路の選択肢の拡大を目
的に、１年次に「高校生
と企業との交流会」へ
参加をする。 

◯将来の具体的なイメー
ジを持って学校生活が
送れるように、１年生
を対象にした職場見学
を実施する。 

◯進路指導に関する校内
職員研修の実施及び講
師招聘研修、各種研修
の案内を行う。 

◯実習依頼や卒業生の定
着支援等に進路担当外
職員も同行し、企業文
化や卒業生の状況を把
握し、在校生の進路実
現に向けた理解啓発に
繋げる。 

Ｂ △学校行事の都合で
企業との交流会に
参加できず、代替
として職場見学を
実施した。 

〇１年次に、就労移
行支援・就労継続
支援A型・一般企業
の職場見学を計画
し、実施できた。 

〇就業・生活支援セ
ンターより講師を
招いての研修が実
施できた。また、卒
業生の定着支援の
状況を共有する機
会を確保できた。 

△進路担当のみでの
対応となり、校内
の理解・協力体制
が得られにうかっ
た。 
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◯一般企業
就労の可
能性を広
げるため
の取組 

◯学校見学の
随時受け入
れと、企業向
けの学校公
開週間を企
画し、新規企
業担当者の
招聘を目指
す。 

 
 
 
 
 
○企業の就職
情報の収集
を行う。 

○学校見学の案内や企業
向け学校公開週間を企
画し、生徒が主体とな
って実施する。新規事
業所等へ案内し、障が
い者雇用の理解啓発に
努める。 

○企業側が障がい者雇用
のメリットや雇用まで
の見通しを持てるよう
職場開拓の際の説明資
料を充実させたり、社
内研修会を提案したり
する。 

○企業説明会や就職相談
会へ積極的に参加し、
情報収集と啓発を行
う。 

Ａ 〇学校公開には２日
間で３２社５８名
に参加いただき、
進路指導の取組や
生徒の様子を知っ
ていただくことが
できた。うち１５
社が新規事業所で
あった。 

〇依頼を受け、社内
研修での講話やシ
ンポジウムでのパ
ネリストとして参
加し、本校や障が
い者雇用の理解啓
発を行った。 

〇進路担当者やキャ
リアサポーターが
就職相談会へ参加
し、新規企業の情
報収集ができた。 

◯職業生活
の維持に
向けた支
援力向上 

◯卒業後の職
場定着支援
とリワーク
支援に取り
組む。 

 
◯関係機関と
の連携体制
を構築する。 

◯計画的なフォローアッ
プを実践するととも
に、突発的な案件にも
支援機関と連携しなが
ら迅速かつ丁寧に対応
する。 

◯生徒・保護者・職員向け
に障がい福祉サービス
に関する研修を実施
し、情報を提供する。 

◯相談支援事業所や就業
・生活支援事業所との
連絡体制を密にし、接
続に向けた支援体制を
強化する。 

Ｂ 〇就労先への継続訪
問により、卒業生の
定着支援を充実さ
せたことで、定着率
が上がっている。
(令和５年度卒業生
の定着率100％) 

△保護者を対象とし
た研修が実施でき
なかった。また、新
制度スタートに伴
う自主研修には、進
路担当以外の参加
がなかった。 

〇卒業時に、支援機関
への登録・接続を行
い、連携した定着支
援ができた。 

 
生徒 
(生活) 
指導 
 

社 会 の
ル ー ル
や マ ナ
ー の 理
解 促 進
を 重 視
し 、 卒
業 後 の
社 会 自
立 に つ
な が る
生 徒 指
導 の 実
践 

○事件・事
故を未然
に防ぐ力
の育成 

 

○生徒指導講
話などでよ
り具体的な
視覚教材を
用いること
で理解を促
し、問題行動
への発展を
未然に防ぐ。 

○学年集会や全校集会等
の中で、学年や全体の
実態に応じた講話等を
積極的に行う。 

○学年主任を通して職員
の生徒指導への基準「
社会人としてふさわし
い行動」についての意
識統一を図る。 

A 
 

〇問題行動、特別な
指導の案件は、昨
年度の６件から大
きく減少し、２件
であった。その要
因として、初動を
意識した未然防止
の対応と、校則改
定について全生徒
で意見交換を行っ
たことで自ら判断
する意識付けがで
きたことが挙げら
れる。 

○自転車通
学生の事
故防止及
び登下校
時の生徒
の安全確
保 

○交通ルール
やマナーを
守る態度を
養い、事故の
未然防止及
び事故や不
審者への対
応の理解定
着を図る。 

○自転車乗用時のヘルメ
ット着用の大切さにつ
いて全校集会等で交通
安全指導講話を行い、
着用の定着を図る。 

○自転車通学生には自転
車保険の加入を義務化
する。 

○事故や不審者への具体
的対応についての講話

B 
 

〇全校集会時に警察
官から自転車のル
ールについてご教
授いただくことが
できた。また、交通
安全教室は４月に
実施できた。 

△交通事故が昨年の
０件から３件とな
った。通学路の確
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を行い、学年ごとに対
応を実践する。 

認や自転車の安全
な走行の仕方など
の指導を丁寧に行
う。 

〇不審者対応訓練は
北合志警察署と連
携して行うことが
できた。 

○携帯電話
やスマー
トフォン
等の使用
マナー・
ルール遵
守の育成 

○生徒の携帯
電話やスマ
ートフォン
の具体的使
用例を把握
し、生徒・保
護者へ情報
を還元する
ことで家庭
内ルールの
徹底を図る。 

○生徒会執行部の定期的
な啓発運動に加え、生
活情報の授業と連携し
たルール遵守の啓発を
行う。 

〇スマホルールについて
より意識を高められる
ように学年集会等で定
期的にルールの確認を
行う。 

 

Ｃ 
 

〇全校集会において
生徒会執行部によ
るスマホルールの
啓発呼びかけを実
施できた。 

△入学生については
家庭内でのルール
づくりを啓発確認
できたが、２・３年
生についてはさら
なる啓発が必要だ
った。２・３年生に
も学年始に啓発を
行う。 

 
人権教 
育の推 
進 

人 権 教
育 の 視
点 に よ
る 実 践
を す す
め た 人
権 感 覚
の醸成 

○生徒の実
態に即し
た人権学
習の編成
と実施 

○身近なとこ
ろや地域に
おける人権
問題に関心
を持つため
の教育実践
に取り組む。 

○人権教育の
視点による
実践をすす
め、人権感覚
の醸成を図
る。 

○自己理解と自己受容を
進める活動を行う。 

○身近な人権課題につい
て正しい知識を学び、
生徒が意見や感想を発
表し合う学習を行う。 

○個人の多様性を認める
活動を含めた授業を工
夫し、実践を深める。 

Ｂ ○今年度は部落差別
（同和問題）に関
する学 習を 行っ
た。授業の中で生
徒一人一人が感じ
たことや考えたこ
とを発表し合った
り、話し合ったり
する学習活動を設
け、自他理解を深
めるこ とが でき
た。 

命 を 大
切 に す
る 心 の
育成 

○自他の生
命や尊厳
を尊重す
る意識の
高揚 

○自他の生命
や尊厳を多
面的かつ実
感的にとら
えるための
教育実践を
実施する。 

○人権集会や道徳をはじ
め、様々な学習を通し
て、かけがえのない自
他の生命の大切さを伝
える。 

Ｂ ○人権集会や人権標
語づく りを 通し
て、命、絆、心、仲
間など自他の生命
やつながりを考え
る学習を行うこと
ができた。 

 
いじめ 
の防止 
等 
 

いじめ
の未然
防止と
いじめ
を絶対
に起こ
させな
い体制
づくり 
 
 

○保護者・
教職員と
の共通理
解、外部
専門機関
との連携 

 

○いじめの定
義の教職員
間共通理解
を図りなが
ら、いじめ防
止対策委員
会と基本方
針を生徒・保
護者に啓発
する。 

○年３回のアンケートだ
けでなく、教職員の見
守りから出てきた案件
も丁寧に検証し、いじ
めの早期発見と対応に
努める。 

○生徒対象のアンケート
に加え、保護者へも早
期発見のためのアンケ
ートを実施する。 

 

A 〇いじめの未然防止、
早期発見のため、情
報集約者への報告
だけでなく、生徒の
様子について生徒
指導部内でも積極
的に情報共有を行
った。 

〇保護者へのアンケ
ートに加え、いじ
め対応の手引き中
の「子どものサイ
ン発見チェックリ
スト」を配付し早
期発見に努めた。 

○いじめ防
止に向け
た計画的
な学習 

○具体的ない
じめの事例
を示し、身近
な問題とし
て捉えさせ

○全校集会において、生徒
会が主体となったいじ
め防止の啓発を行う。 

○職員研修での実践的な
事例提示を行う。 

A 〇生徒総会において、
いじめ防止のため
の取り組み策につ
いて全生徒から意
見を集約し、全校集



6 

 

る。全校集会
や生徒総会
において、い
じめ防止に
関する呼び
かけを行う。 

会で呼びかけを行
うことができた。 

〇夏季休業中に２つ
の研修を実施する
ことができた。 

 
地域 
支援 
 

地域に
おける
センタ
ー的機
能の充
実と専
門性の
向上 

○巡回相談
の充実 

 

○巡回相談で
個々のニー
ズに応じた
対応を行う
とともに、障
害理解の啓
発やユニバ
ーサルデザ
インの授業
づくり、また
各巡回先で
の校内支援
体制が機能
するように
する。 

○教育相談の視覚化、共
有化を行い、具体的な
行動レベルでの支援を
提案する。 

○支援の評価を実施し、
ＰＤＣＡサイクルの機
能化、適切化を行う。 

 

Ｂ 〇依頼があったケー
スに対応するだけ
でなく、ケース会
議や職員研修など
依頼元のニーズや
課題にも対応する
ことができた。 

〇評価の観点に加
え、学校生活の中
で子どもたちが見
せる、大人側が課
題とする言動をど
のようにとらえて
いくかなどについ
ても助言を行っ
た。 

○高等学校
における
特別支援
教育の推
進 

○高等学校へ
の巡回相談
及び高校通
級のサポー
トを継続的
に行う。 

○教育相談、生徒面談、ケ
ース会、自立活動のア
セスメント、授業検討・
評価等を、継続的かつ
定期的に実施する。 

Ｂ 〇相談を受けたケー
スについて、関わ
り方について共に
考えたり、授業参
加の様子を参観し
たりする中で、生
徒理解について助
言を行うことがで
きた。 

〇高等学校における
「通級による指
導」実施校視察で
は、サポート校と
して対象生徒の年
間目標と関連付け
ながら授業展開に
ついて協力するこ
とができた。 

 
地域連 
携(ｺﾐｭ
ﾆ 
ﾃｨ･ｽｸｰ
ﾙ 
など) 
 

総合型
コミュ
ニティ
・スク
ールの
充実 

○学校、保
護者、地
域、施設、
福祉等に
よる協働
的学校づ
くり 

○学校と地域
が共に生徒
を見守り、社
会自立に繋
げていく基
盤づくりを
行う。 

○運営協議会委員に対し
て、現状と課題の共有
を行い、学校評価をし
ていただき、次年度へ
の提言とする。 

○学校行事等を通して、
運営協議委員への意見
聴取を複数回行う。 

○適宜ホームページ等で
学校の情報を発信して
いく。 

 

Ｂ △「地域花いっぱい
＆ク リ ー ン大 作
成」では、年間２回
計画していたが、
最初の１回は、天
候不良のために実
施できなかった。
２回 目 は 実施 で
き、地域の方々や
保護者、生徒とふ
れあいながら実施
できた。しかし、他
の学校行事を抱き
合わ せ だ った た
め、一部の学年が
校外での活動がで
きなかった。さら
に学校行事の調整
と精選が必要であ
る。 

〇前期に「ロードク
リーンボランティ
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ア」の取組として、
本校の取組をテレ
ビで放映され、地
域に貢献している
様子を伝えるとと
もに特別支援教育
の理解啓発に貢献
できた。 

 
 

４ 学校関係者評価 
（１）学校の環境整備について、とてもよく整備されている。「環境が人をつくり、人が環境を

つくる」のテーマのもと、今後も学校全体で環境整備に取り組んでほしい。 
（２）携帯電話、スマートフォンの使い方等においては指導が難しく、学校でも苦労しているの

ではないかと考える。携帯電話会社等の職員を派遣してもらい、専門家を活用した取組など
工夫してより効果的な指導を行い、生徒が在学中から、何が正しいのかの判断ができるよう
取り組んでほしい。 

（３）時間外勤務時間が減少するなど働き方改革が進んでいるが、学校評価アンケート（職員）
の数値が年々低下しているため、何か働きにくいところがあるのではないかと考えるので、
職員と情報共有を図りながら取り組んでほしい。 

（４）生徒に対して様々な支援を細やかに行っていると感じる。学校評価アンケート（職員）の
数値が下がっていることは、様々な特性があり支援が必要な生徒たちに対して、どのように
対応したらよいかという支援の難しさや、それに対して悩んでいる職員もいると思われる。
必要に応じてサポートができたらと考える。 

（５）卒業後、生徒たちはすぐに社会に出ていくことから、地域には民生児童委員がいることを
伝え、困ったときには相談するよう伝えてほしい。そのために、生徒たちには相談する力や
依頼する力の育成を図ってほしい。 

 
 

５ 総合評価 
 本校の教育目標である生徒の社会自立・職業自立に向け、一人一人の生徒に寄り添い、様々な工
夫を行いながら取組を進めることができた。校長が示す学校経営方針において、家庭や福祉・医療
・行政等の関係者との共通理解を図りながら取り組んだことで、生徒や保護者が安心して学校生活
を送り、職員が安心して指導・支援ができるよう取り組むことができ、安心・安全な学校づくりに
つなげることができた。 
（１）進路指導について、昨年同様、就労先への継続訪問により、卒業生の定着支援を充実させた

ことで、令和５年度卒業生の定着率が100％と離職者が０であった。 
（２）「文部科学省研究開発校」の実践研究について、年間指導計画に沿った授業実践や評価の蓄

積、事例研究、他教科とのつながり、カリキュラム・マネジメントなど４年間の研究の成果に
ついてまとめ、12月に実施した公開研究発表会でその成果を発表することができた。その会で
は県内外から140人の参加があり、高評価を得ることができた。 

（３）昨年同様、積極的生徒指導を全職員で行ったことで、学校生活の様々な場面で未然防止を意
識して継続的な指導支援に取り組んだ結果、特別な指導の減少など生徒の落ち着いた生活につ
なげることができた。 

（４）働き方改革について、会議の縮減及び授業づくりや事務整理の時間を確保したことで、時間外
勤務時間の減少につなげることができた。また、衛生委員会において、昨年同様、産業医からの
指導・助言を職員に伝え、負担感が軽減するよう取り組んだ。また、衛生委員会で気になる職員
について、意見を出し合い、組織でフォローができるようラインケアを行うことができた。 

（５）地域への特別支援教育の推進について、菊池市を中心に年間200件を超える相談等を受け、対
象の子どもに対するケース会議だけでなく、幼保・小中学校等のニーズや課題等に応じた研修
に対応するなど、本校における特別支援教育のセンター的機能を果たすことができた。 

（６）自立活動について、文部科学省指定研究と関連させながら取り組み、個々の生徒の学習上の
困難を見つめる機会となり、あらためて自立活動の重要性に気づくことができた。さらに専門
性の向上が必要であるという職員の共通認識につなげることができた。 

（７）環境美化の取組を継続して取り組み、地域と一緒に取り組んだり、テレビ等で啓発したりす
ることができた。 
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６ 次年度への課題・改善方策 
 教育目標である生徒の社会自立・職業自立に向け、さらに一人一人の生徒に対して丁寧な指導
支援を行い、安全・安心な学校生活を送ることができるよう教育活動全体を整えていく。 
（１）働くために必要な基礎基本となる力などを生徒、保護者、職員で共通理解を図り、希望す

る進路実現に向け、アセスメントを根拠とした職業マッチングを丁寧に図る。また、働き続
ける力を高めるとともに、卒業後の継続した就労支援の充実を図る。 

（２）文部科学省指定研究は終了したが、教科指導と自立活動について、これまでの実践や知見
を活かしながら、実践をとおして授業の充実と専門性の向上を図る。 

（３）生徒指導、いじめ防止、人権教育、交通安全指導、命の教育（性教育）など、生徒の生命
や尊厳を重視した取組を充実させる。特に、携帯電話やスマートフォンなどＩＣＴを含めた
情報教育の充実をさらに図りながら、人とのよりよい関係の作り方などを学習する機会を設
け、いじめ防止につなげる。また、生徒の情報共有を図りながらいじめの早期発見につなげ
る。 

（４）生徒の相談する力の育成のために、ＩＣＴを活用し、生徒の実態に応じた相談支援を実施
するとともに、ＳＣやＳＳＷと連携しながら生徒の精神的安定を図り、自分から伝えようと
する気持ちが高まるようにする。また、自立活動の指導とも関連させ、ＯＪＴによる生徒の
実態を把握する力やカウンセリング力の向上を目指す。 

（５）各種研修を充実させ、教職員の専門性の向上や会議の在り方をさらに見直し、情報共有を
しやすくするなど風通しのよい組織をつくり、働きやすい職場となるようさらなる働き方改
革の推進を図る。 

（６）情報発信の方策や発信内容を検討しながら本校教育を積極的に啓発する。また、保護者や
地域と協働した学校教育を推進し、開かれた、信頼される学校を目指す。 

 
 


